
「草の根・人間の安全保障無償資金協力」外部委嘱員募集 

 

 

 在カンボジア日本国大使館では、「草の根・人間の安全保障無償資金協力」

に関する業務の一部を協力していただく外部委嘱員を募集します。平成２５年

８月からの契約を想定しています。ご関心のある方は下記により応募してくだ

さい。 

 

記 

 

 

１．応募方法 

 履歴書に自己紹介書及び志願理由書を添えて、以下４．のメール・アドレス

に送付してください。 

 なお、ご提出いただいた個人情報については、採用選考の目的にのみ利用し、

応募の秘密は厳守します。 

 

２．応募資格 

（１）日本国籍を有し、外国籍を有しない方 

（２）当地在留邦人の方 

（３）英語による業務遂行が可能な方 

（４）ワード、エクセルなどのパソコン操作ができる方 

 

３．募集期間 

 平成２５年６月１４日（金）～平成２５年６月２８日（金） 

 

４．連絡先 

 在カンボジア日本国大使館 経済・経済協力班 中井書記官 

 電話番号：＋８５５－１２－８３５－４２５ 

 メール・アドレス：eco.jpn＠pp.mofa.go.jp 

                   ※ 迷惑メール防止のため、「＠」を全角文字としてあります。 

                     送信の際には、半角文字に変更の上、送信してください。 

  



草の根・人間の安全保障無償資金協力 

外部委嘱制度について（概要） 

 

 

１．制度設立の背景 

 草の根・人間の安全保障無償資金協力（以下「草の根無償」。）については、

平成元年度に３億円の予算規模で開始しましたが、開始以来、対象国、要請案

件数、実施案件数が飛躍的に増大しています。予算規模の増大に伴い、関係業

務量の増加だけではなく、より専門的な知見が求められるようになっています。 

 このような観点から、平成９年度より、草の根無償の実施に係る作業のうち、

支援対象分野に係る専門知識を必要とする業務や、専門知識を有する方々に委

嘱することで一層効率的・効果的な援助が実施され、供与金額の適正執行も確

保しうると判断される業務について、草の根無償案件の補助的作業の委嘱を行

っています。 

 

２．外部委嘱員の業務の概要 

 草の根無償案件について、大使館の経済協力担当者の指示に従い、以下のよ

うな業務を行うことが想定されます。但し、以下にあげる業務は一例であり、

一部業務の変更はあり得ます。 

（１）案件の形成に係る調査、事前調査 

 草の根無償案件の実施前に、当該地域の現状、問題点、援助ニーズ、当

該地域あるいは分野におけるＮＧＯ等の活動状況、他ドナーの援助動向等

について、必要な調査を行います。必要に応じ、現地のサイトに行くこと

もあります。また、要請を行ったＮＧＯ等の団体との詳細な点も含め調整

を行います。 

（２）贈与契約の署名式、供与式のアレンジ 

 実施が決定された案件につき、贈与契約の署名式のアレンジを行います。

また、施設建設案件や機材供与案件等で実際に計画が終了した際には、オ

ープニング・セレモニーや供与式をアレンジします。これらは日本の援助

が「目に見える」ようになる瞬間であり、現地のメディア等を呼び、広報

を行います。 

（３）報告書等の文書の取り付け 

 要請書、報告書等、草の根無償の実施に係る文書を被供与団体から取り

付けることも行います。 



（４）案件監理、実施状況モニタリング、フォローアップ 

 多数の申請案件を適正に審査し、申請受付から実施までの進捗状況の監

理を行います。また、過去に実施した案件について、実施状況のモニタリ

ングを行い、当該案件の適正な運営を確保するとともに、今後同様の案件

を発掘し、実施する場合の指針、教訓を得るためのフォローアップを実施

します。 

 

３．外部委嘱員の性格 

（１）外部委嘱員は在外公館員として雇用または派遣されるのではなく、草の

根無償という特定の業務の中で外部に委嘱できる業務を、一定期間委嘱す

るものです。 

（２）草の根無償は国の施策としての業務であり、政策判断（案件選定、資金

の供与、どの団体と接触するか等）は大使館の担当者が行います。 

（３）外部委嘱員は、大使館の担当者の明確な指示を受けずに業務を行うこと

はできません。外部委嘱員は、政策判断に関わらない事前調査、報告書取

り付け、モニタリング等の補助的作業のみを行います。また、外部委嘱員

には案件選定、資金の供与、新規案件を検討するか否かといった政策判断

をする権限はありません。 

（４）外部委嘱員は、業務上知り得たことや情報を決して対外的に明らかにし

てはいけません。 

 

４．外部委嘱契約 

（１）外部委嘱契約は会計年度内に開始し、会計年度内（翌年３月まで）に終

了します。 

（２）契約額は、大使館の一定の基準に基づき決定されます。 

 

 


